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病院・施設等から地域への
移行推進

・地域で暮らすための環境整備
は進みつつあるが、十分ではな
く、そこに定着できない人もい
る。
・重度化・高齢化により地域移
行が難しい入所者が増えてい
る。

・病院・施設と地域を繋ぐ総合
的な支援体制・相談窓口が求め
られている。
・病院や施設等の退院（所）の
支障になる要因・課題と地域生
活における課題を関係者が相互
に共有しないと、地域移行を進
めることが難しい。
・重度化・高齢化により地域で
の受入れが難しい入所者が増え
ている。
・安心して地域社会で暮らして
いくためには、地域住民の理解
が必要である。

・社会的入院者、施設入所者等
の地域への移行・定着を推進す
るため、地域の支えあいや居住
の場・日中活動の場の整備と
サービスの向上を働きかけま
す。
・特に、重度・重複障害者向け
や日中サービス支援型のグルー
プホーム等の整備に取り組み、
地域移行を推進します。
・地域移行・地域定着について
の相談機能の充実とともに、グ
ループホーム等との情報交換を
行うなど、関係機関との連携の
強化を図ります。
・自立生活に向けた体験施設等
を引き続き活用します。
・グループホーム等の体験利用
の質の向上を図ります。
・地域移行支援・地域定着支
援・自立生活援助の個別給付を
行います。
・地域移行支援のためのピアサ
ポート活動の推進を図ります。

・社会的入院者、施設入所者等の地
域への移行・定着を推進するため、
地域の支えあいや居住の場・日中活
動の場の整備とサービスの向上を働
きかけます。
・特に、重度・重複障害者向けや日
中サービス支援型のグループホーム
等の整備に取り組み、地域移行を推
進します。
・基幹相談支援センターを設置し、
自立支援協議会やはちまるサポート
等と協働し、病院や施設関係者、地
域の支援者との情報共有や研修の相
互参加等、連携を強化することで、
地域生活への移行を推進するため、
各分野を横断的に調整することが可
能な総合的な支援体制の構築を目指
します。
・自立生活に向けた体験施設等を引
き続き活用します。
・グループホーム等の体験利用の質
の向上を図ります。
・地域移行支援・地域定着支援・自
立生活援助の個別給付を行います。
・地域移行支援のためのピアサポー
ト活動の推進を図ります。

当事者活動支援

・障害の受容や理解ができな
い、あるいは生き方に迷う障害
者に対して、相談支援事業所な
どがピアサポートを行っている
が、継続して取り組む必要があ
る。
・障害当事者に対し、学校等よ
り障害理解に対する助言や講義
の依頼があるため、当事者のス
キルアップが必要となる。

・障害の受容や理解ができな
い、あるいは生き方に迷う障害
者に対して、相談支援事業所な
どがピアサポートを行っている
が、継続して取り組む必要があ
る。
・障害当事者に対し、学校等よ
り障害理解に対する助言や講義
の依頼があるため、当事者のス
キルアップが必要となる。

・障害当事者自身によるピアカ
ウンセリングなど相談支援機関
を活用し、当事者活動への支援
体制の充実を図ります。

・障害当事者自身によるピアサポー
トなど、当事者活動への支援体制の
充実を図ります。
・障害福祉サービス事業所のピアサ
ポーター雇用を促進し、都が実施す
るピアサポート研修等も利用しなが
ら、当事者活動への支援体制を充実
を図ります。

居住支援事業の充実

・居住に関する相談や入居の紹
介、手続きなどの支援を行って
おり、継続して取り組む必要が
ある。

・居住に関する相談や入居の紹
介、手続きなどの支援を行って
いるが、入居のハードルが高く
なるケースもある。継続して取
り組む必要がある。

・居住に関する相談や入居の紹
介、手続きなどの支援の充実を
図ります

・関係機関等と連携しながら居住に
関する相談や入居の紹介、手続きな
どの支援の充実を図ります。
・不動産会社等に障害者の地域生活
への理解を働きかけていきます。
※住宅対策課

地域生活への移行
地域サービスの充実・地域
生活への移行支援
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障害児への支援の充実

・成長に応じた切れ目のない支
援を行うため新生児赤ちゃん訪
問等で「はちおうじっ子マイ
ファイル」を配付している。
・障害児の一貫した発達につい
て相談する場が十分でない。

・成長に応じた切れ目のない支
援を行うため乳幼児健診等で
「はちおうじっ子マイファイ
ル」を配付している。
・障害児の一貫した発達につい
て相談する場が十分でない。
・地域共生社会の推進の観点か
ら、児童発達支援センターは、
障害児及び家族への支援のほ
か、地域のインクルージョン推
進の中核機関としての機能が求
められている。

・「はちおうじっ子マイファイ
ル」配付時等に障害児の相談先
パンフレットを配布し、相談先
の周知を図ります。
・保健福祉センター等と連携
し、児童発達支援センター等に
おける障害児とその家族のニー
ズに即した発達の相談に取り組
みます。
・障害者地域自立支援協議会に
て、ライフステージに即した切
れ目ない支援　を行うために、
現状把握と情報の共有を行い、
成人期へのスムーズな移行を支
援するための協議を行います。

・「はちおうじっ子マイファイル」
配付時等に障害児の相談先パンフ
レットを配布し、相談先の周知を図
ります。
・保健福祉センター等と連携し、児
童発達支援センター等における障害
児とその家族のニーズに即した発達
の相談に取り組みます。
・障害者地域自立支援協議会にて、
ライフステージに即した切れ目ない
支援を行うために、現状把握と情報
の共有を行い、成人期へのスムーズ
な移行を支援します。
・市内２箇所の児童発達支援セン
ターにおいて、全ての子どもが障害
の有無に関らず共に成長するための
移行支援や地域支援等を充実してい
きます。

重症心身障害児・医療的ケ
ア児への支援

・病院から地域へ移行する重症
心身障害児や医療的ケア児が増
加しており、当事者と家族への
支援が求められている。
・重症心身障害児や医療的ケア
児が利用できる施設が少ない。

・病院から地域へ移行する重症
心身障害児や医療的ケア児が増
加しており、当事者と家族への
支援が求められている。
・重症心身障害児や医療的ケア
児が利用できる施設が少ない。
・「医療的ケア児等コーディ
ネーター事業」を2事業所に委
託し、医療的ケア児等の相談に
あたった。

・看護師等が重症心身障害児
者）等の自宅を訪問して看護す
る在宅レスパイト事業を適切に
運用し、家族等が休めるように
します。
・保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関が協議す
る場において、医療的ケア児へ
の支援について検討します。
・重症心身障害児や医療的ケア
児の受け入れを事業者に働きか
けます。

・医療的ケア児及び家族と医療・福
祉・教育等社会資源をつなぎ、地域
で安心して生活していただくための
支援体制を作っていきます。引き続
き相談窓口として、医療機関と連携
した医療的ケア児等コーディネー
ターを配置し、地域での生活を支援
します。
・看護師等が重症心身障害児者）等
の自宅を訪問して看護する在宅レス
パイト事業を実施し、家族等が休め
るようにします。
・医療的ケア児等への支援に係る保
健、医療、障害福祉、保育、教育等
の関係機関の連携を促進します。
・重症心身障害児や医療的ケア児の
受け入れを事業者に働きかけます。

障害児のサービス提供体制
の構築

地域サービスの充実・地域
生活への移行支援
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発達障害児への支援
・発達障害者の家族同士の情報
共有や交流の場が必要とされて
いる。

・発達障害児の家族等の支援体
制の確保が必要である。

・発達障害者の家族を支援する
ため、家族同士の情報共有・交
流の場を設け、ペアレントメン
ターの育成に努めます。

・市内2か所の児童発達支援セン
ターにおいて、障害や発達に遅れの
ある児童に対し、その乳幼児期に適
切な早期対応を行うため、個別支援
及び集団療育並びに家庭での子育て
に係る相談に取組みます。
・発達障害児支援室（からふる）に
おいて、発達に偏りや遅れのある児
童の成長を支援するため、早期発
見・早期対応につながる相談や療育
支援に取組みます。
・発達障害児の家族等を支援するた
め、ペアレントメンターを活用した
家族同士の情報共有・交流の場を設
けるとともに、保護者等が子どもの
発達障害の特性を理解し、必要な知
識や方法を身に付け適切な対応がで
きるよう、ペアレントトレーニング
を引き続き実施します。
※子どもの教育・保育推進課

難聴児への支援 ―

・難聴児の早期発見・早期支援
が必要である。（他課調整中）
・身体障害者手帳の交付対象と
ならない中等度難聴児につい
て、補聴器を装用することによ
り、言語の獲得やコミュニケー
ション能力等を身に付ける効果
があるため、補聴器費用を助成
している。

―

・新生児聴覚検査受診を促進し、初
回の新生児聴覚検査費用の一部を助
成します。（他課調整中）
・補聴器購入費用の一部を助成する
事業を継続し、中等度難聴児を支援
します。

障害児保育の充実

・保育所、学童保育所における
障害児の在籍数が増加している
が、障害児受け入れのニーズも
高まっている。
・保育所・幼稚園での巡回発達
相談を　実施している。
・保育所・学童保育所におい
て、障害児の受け入れに配慮し
ている。

・保育所、学童保育所における
障害児の在籍数が増加している
が、障害児受け入れのニーズも
高まっている。
・保育所・幼稚園での巡回発達
相談を　実施している。
・保育所・学童保育所におい
て、障害児の受け入れに配慮し
ている。

・保育所・学童保育所におい
て、引き続き障害児の受け入れ
を行うとともに、学童保育所に
おける障害児の受け入れ拡充を
図ります。
・保育所・幼稚園での巡回発達
相談の拡充を図るとともに、関
連機関と連携し、保育従事者の
スキルアップに取り組みます。
・障害児以外の児童との集団生
活の適応のため、保育所等訪問
支援の活用を図ります。
・保育所等訪問支援事業所の拡
充について検討します。

・保育所・学童保育所において、引
き続き障害児の受け入れを行うとと
もに、学童保育所における障害児の
受け入れ拡充を図ります。
・保育所・幼稚園での巡回発達相談
の拡充を図るとともに、関連機関と
連携し、保育従事者のスキルアップ
に取り組みます。
・障害児以外の児童との集団生活の
適応のため、保育所等訪問支援の活
用を図ります。
・保育所等訪問支援事業所の拡充に
ついて検討します。
※子どもの教育・保育推進課、放課
後児童支援課

地域サービスの充実・地域
生活への移行支援

障害児のサービス提供体制
の構築
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障害児のサービス提供体制
の構築

障害児の放課後活動（余暇
支援）の充実

・放課後等デイサービス事業所
の数は年々増加しているが、重
度・重複障害児を対象とする事
業所数は十分ではない。

・放課後等デイサービス事業所
の数は年々増加しているが、重
度・重複障害児を対象とする事
業所数は十分ではない。

・重度・重複障害児を対象とす
る放課後等デイサービス事業所
の拡充について検討します。
・放課後等デイサービスや日中
一時支援の活用を図ります。
・放課後等デイサービスや日中
一時支援の事業所に対して適切
な指導等を行うことにより、
サービスの質の向上を図りま
す。

・重度・重複障害児を対象とする放
課後等デイサービス事業所の拡充に
ついて検討します。
・放課後等デイサービスや日中一時
支援の活用を図ります。
・放課後等デイサービスや日中一時
支援の事業所に対して適切な指導等
を行うことにより、サービスの質の
向上を図ります。

ホームヘルプサービス等介
護給付の充実

・支給基準を上回る支給量を必
要とする人がいる。
・障害の重度化や介護する家族
の高齢化、家庭状況の変化など
を背景に、支給量が増加してい
る。
・利用者のニーズに十分応えら
れるよう、サービスの質を向上
させる必要がある。

・ヘルパー不足により、サービ
スを十分に利用できない方がい
る。
・支給基準を上回る支給量を必
要とする方がいる。
・障害の重度化や介護する家族
の高齢化、家庭状況の変化など
を背景に、支給量が増加してい
る。
・利用者のニーズに十分応えら
れるよう、サービスの質を向上
させる必要がある。

・障害支援区分認定審査会で判
定された障害支援区分の基準に
より、日常生活の支援が必要な
人に必要なサービスの支給量を
確保します。
・個々の障害者に配慮したサー
ビスを支給します。
・サービスの質の向上に資する
よう、事業者向けの研修機会の
周知など情報提供に努めます。
・サービスを提供する事業者に
対する適切な指導等や、関係機
関との連携を行うことにより、
サービスの質の向上を図りま
す。

・障害支援区分認定審査会で判定さ
れた障害支援区分の基準により、日
常生活の支援が必要な人に必要な
サービスの支給量を確保します。
・個々の障害者に配慮したサービス
を支給します。
・サービスの質の向上に資するよ
う、事業者向けの研修機会の周知な
ど情報提供に努めます。
・サービスを提供する事業者に対す
る適切な指導等や、関係機関との連
携を行うことにより、サービスの質
の向上を図ります。
・ヘルパー不足に対応するため、市
内事業者と連携した就職相談会を実
施し、更なる人材の確保に努めま
す。

ガイドヘルパー等派遣事業
の拡充

・同行援護・移動支援の支給基
準を上回る支給量を必要とする
人がいる。
・事業所数は増加しているが、
複雑化する障害者のニーズに十
分応えているとは言えない。
・平成２８年度（２０１６年
度）から新たに緊急時通学支援
を開始したが、利用者が少な
い。
・令和元年（２０１９年）７月
から移動支援を中学生に拡大し
た。

・ガイドヘルパーの不足によ
り、サービスを十分に利用でき
ない方がいる。
・同行援護・移動支援の支給基
準を上回る支給量を必要とする
人がいる。
・複雑化する障害者のニーズに
十分応えられるよう、サービス
の質を向上させる必要がある。
・移動支援の利用について対象
拡充を望む声がある。

・事業者を対象とした同行援
護・移動支援のガイドヘルパー
等の養成など、地域における派
遣体制の整備を引き続き進める
とともに、移動の支援を利用し
やすいよう検討します。
・緊急時通学支援については、
利用者にわかりやすい情報提供
を行い、利用者数の向上に努め
ます。
・重度脳性麻痺者の在宅介護を
支援するため、介護人派遣事業
を継続します。

・事業者を対象とした同行援護・移
動支援のガイドヘルパー等の養成な
ど、地域における派遣体制の整備を
引き続き進めます。
・移動に関する支援がより利用しや
すいものとなるよう、総合的な観点
から制度を検討します。
・重度脳性麻痺者の在宅介護を支援
するため、介護人派遣事業を継続し
ます。

訪問入浴サービスの推進
・重度障害があるなど、ヘル
パーによる入浴介助が困難な人
がいる。

・重度障害があるなど、ヘル
パーによる入浴介助が困難な人
がいる。
・利用について利用回数の増
幅、利用者負担額の軽減を望む
声がある。

・在宅の重度障害者（児）の日
常生活を支援するため、訪問入
浴サービス事業を継続・推進し
ます。

・在宅の重度障害者（児）の日常生
活を支援するため、訪問入浴サービ
ス事業を継続・推進します。
・入浴に関する支援がより利用しや
すいものとなるよう、総合的な観点
から制度を検討します。

地域サービスの充実・地域
生活への移行支援

地域で生活するための体制
整備
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　　　　　　　　　　　第４章 障害者計画（施策の展開） 【柱２】地域サービスの充実・地域生活への移行支援 資料３
方針を支える柱 目標達成のための取組み 施策項目 現計画の「現状」 新計画の「現状」（案） 現計画の「施策内容」 新計画の「施策内容」（案）

一時保護施設の拡充

・一時保護施設の数は年々増加
しているが、施設の利用ニーズ
への対応は十分とは言えない。
・精神障害者や医療的ケアを必
要とする重複障害の受け入れ施
設が少ない。

・一時保護施設の数は年々増加
しているが、施設の利用ニーズ
への対応は十分とは言えない。
・精神障害者や医療的ケアを必
要とする重複障害の受け入れ施
設が少ない。

・一時保護施設の拡充を図り、
医療機関等との連携についても
検討します。
・グループホームなどに対し
て、一時保護施設としての機能
をもたせるための働きかけを行
います。
・既存の一時保護施設に対し
て、受け入れの拡大を働きかけ
ます。

・一時保護施設の拡充を図り、医療
機関等との連携を図ります。
・グループホームなどに対して、一
時保護施設としての機能をもたせる
ための働きかけを行います。
・既存の一時保護施設に対して、受
け入れの拡大を働きかけます。

緊急一時保護（家庭）の実
施

・身近な所で保護できる制度と
して必要とする人がいる。

・身近な所で保護できる制度と
して必要とする人がいる。

・事業を継続して実施します。 ・事業を継続して実施します。

機能回復訓練事業の実施

・脳性麻痺・パーキンソン病
等、難病を含む様々な障害の機
能回復訓練（機能の維持を含
む。以下同じ。）を実施する施
設が少ない。

・脳性麻痺・パーキンソン病
等、難病を含む様々な障害の機
能回復訓練（機能の維持を含
む。以下同じ。）は、医療機関
で行っているが、現状として退
院後も継続して訓練を望まれる
障害者がいる。

・心身障害者福祉センターの機
能回復訓練に関する事業を推進
します。
・医療機関等との連携により、
機能回復訓練に関する事業を進
めます。

・心身障害者福祉センターの機能回
復訓練に関する事業を推進します。
・医療機関等との連携により、機能
回復訓練に関する事業を進めます。
※保健福祉センター

日常生活用具の給付・補装
具費の支給

・主に身体障害者の増加によ
り、決定件数も増加している。
・市のホームページや窓口、日
常生活用具の委託業者等を通じ
た用具等の情報提供を行ってい
る。
・日常生活用具の種目が技術の
進歩に追い付いていない。

・市のホームページや窓口、日
常生活用具の委託業者等を通じ
た用具等の情報提供を行ってい
る。
・技術の進歩により様々な用具
が実用化されているとともに、
利用者のニーズが多様化してい
る。

・日常生活を支援するため、補
装具費の支給を行うとともに、
日常生活用具を給付します。
・市のホームページや窓口、日
常生活用具の委託業者等を通じ
て引き続き情報提供を行い、適
切な給付及び支給を行います。
・用具等の技術の進歩や利用者
のニーズに応じた給付のあり方
について検討します。

・日常生活を支援するため、補装具
費の支給を行うとともに、日常生活
用具を給付します。
・市のホームページや窓口、日常生
活用具の委託業者等を通じて引き続
き情報提供を行い、適切な給付及び
支給を行います。
・用具等の技術進歩や利用者のニー
ズに即した給付を行います。

心身障害者や難病患者への
福祉手当の支給

・経済的困窮者が多い。
・各種手当の支給件数が増加し
ている。

・経済的困窮者が多い。
・各種手当の支給件数が増加し
ている。

・心身障害者や、障害児を扶養
する保護者、原因が不明で治療
方法が確立されていない難病等
の患者に対して、各種手当を支
給します。
・社会状況などの変化を踏ま
え、手当の支給方法について柔
軟に対応します。

・心身障害者や、障害児を扶養する
保護者、原因が不明で治療方法が確
立されていない難病等の患者に対し
て、各種手当を支給します。
・社会状況などの変化を踏まえ、手
当の支給方法について柔軟に対応し
ます。

地域で生活するための体制
整備

地域サービスの充実・地域
生活への移行支援
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　　　　　　　　　　　第４章 障害者計画（施策の展開） 【柱２】地域サービスの充実・地域生活への移行支援 資料３
方針を支える柱 目標達成のための取組み 施策項目 現計画の「現状」 新計画の「現状」（案） 現計画の「施策内容」 新計画の「施策内容」（案）

障害者の家族のネットワー
クづくりの促進

・障害者の家族会について、設
立相談や会場の提供、企画の相
談、代表者のサポート等を行っ
ており、継続して取り組む必要
がある。
・相談先のひとつとして、当事
者やその家族との相談の場を必
要としている人がいる。
・発達障害者の家族同士の情報
共有や交流の場が必要とされて
いる。

・障害者の家族会について、設
立相談や会場の提供、企画の相
談、代表者のサポート等を行っ
ており、継続して取り組む必要
がある。
・相談先のひとつとして、当事
者やその家族との相談の場を必
要としている人がいる。

・相談支援事業の中で、障害者
の家族のネットワークづくり
や、当事者やその家族との相談
の機会の増加を図ります。
・家族会に関する情報の提供を
図ります。
・発達障害者の家族を支援する
ため、家族同士の情報共有・交
流の場を設け、ペアレントメン
ターの育成に努めます。

・相談支援事業の中で、障害者の家
族のネットワークづくりや、当事者
やその家族との相談の機会の増加を
図ります。
・家族会に関する情報の提供を図り
ます。
※保健対策課

介護を行う家族支援の充実

・介護を行う家族が身体的、精
神的な疲労で困憊したり、家族
の高齢化が進み、支えきれない
現状がある。
・重症心身障害児（者）の家族
等が一定時間休養を取れること
が求められている。

・介護を行う家族が身体的、精
神的な疲労で困憊したり、家族
の高齢化が進み、支えきれない
現状がある。
・重症心身障害児（者）の家族
等が一定時間休養を取れること
が求められている。

・一時保護施設の受け入れの拡
大を図るなど、介護を行う家族
がリフレッシュできるレスパイ
ト機能の充実を図ります。
・重症心身障害児（者）等在宅
レスパイト事業を適切に運用
し、重症心身障害児（者）の家
族等の一定時間の休養取得を図
ります。
・複数の障害児がいる家族への
支援の充実を図ります。

・一時保護施設の受け入れの拡大を
図るなど、介護を行う家族がリフ
レッシュできるレスパイト機能の充
実を図ります。
・重症心身障害児（者）等在宅レス
パイト事業を適切に運用し、重症心
身障害児（者）の家族等休養取得の
充実を図ります。
・複数の障害児がいる家族への支援
の充実を図ります。

障害者が暮らしやすい住宅
の整備

・障害者住宅のニーズが高い。
・障害者が暮らしやすい住宅が
求められている。

・障害者が自立して生活できる
よう、公営住宅において障害者
向け住宅の整備を促進します。

・市営住宅について、障害者が自立
して生活できるよう、バリアフリー
化を促進します。
※住宅政策課

住宅設備改善の給付
・住宅設備改善の給付を必要と
している人がいる。

・住宅設備改善の給付を必要と
している人がいる。

・障害者が生活しやすい住宅へ
の改修を促進するため、住宅設
備改善の給付を引き続き行いま
す。

・障害者が生活しやすい住宅への改
修を促進するため、住宅設備改善の
給付を引き続き行います。

社会参加への環境整備

・市内の美術館や市民会館、ス
ポーツ施設等において入館料や
使用料の減免を実施し、障害者
が社会参加しやすい環境の整備
を図っているが、今後も拡充を
図る必要がある。
・福祉まつりやふれあい運動会
等のイベントへの障害者の参加
を促進しているが、引き続き取
り組んでいく必要がある。

・市内の美術館や市民会館、ス
ポーツ施設等において入館料や
使用料の減免を実施し、障害者
が社会参加しやすい環境の整備
を図っているが、今後も拡充を
図る必要がある。
・福祉まつりやふれあい運動会
等のイベントへの障害者の参加
を促進しているが、引き続き取
り組んでいく必要がある。

・障害者がスポーツ、文化、レ
クリエーションなどの社会参加
活動により参加しやすい環境を
つくるために、関係機関・団体
への啓発を進めます。また、社
会福祉協議会との連携を図り、
ボランティアセンターや市民活
動支援センターの活用による環
境整備やボランティア活動を促
進します。

・障害者がスポーツ、文化、レクリ
エーションなどの社会参加活動によ
り参加しやすい環境をつくるため
に、関係機関・団体への啓発を進め
ます。また、社会福祉協議会や市民
活動協議会との連携を強化し、はち
まるサポートやボランティアセン
ター、市民活動支援センターの活用
による環境整備やボランティア活動
などによる社会参加の機会を充実し
ます。
※福祉政策課、交通事業課、学園都
市文化課、

情報機器の活用

・適切な日常生活用具を給付す
ることにより、障害者への情報
提供環境の整備を図っている
が、引き続き取り組んでいく必
要がある。

・適切な日常生活用具を給付す
ることにより、障害者への情報
提供環境の整備を図っている
が、引き続き取り組んでいく必
要がある。

・社会環境の変化に応じて障害
者等へのより適切な情報提供の
手段を検討し、効果的な情報機
器の活用を図ります。

・社会環境の変化に応じて障害者等
へのより適切な情報提供の手段を検
討し、効果的な情報機器の活用を図
ります。

地域サービスの充実・地域
生活への移行支援

地域で生活するための体制
整備
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地域サービスの充実・地域
生活への移行支援

地域で生活するための体制
整備

重層的支援体制の強化

・ＣＳＷ（コミュニティソー
シャルワーカー）を配置した地
域福祉推進拠点の設置を進めて
いるが、今後も拡充を図る必要
がある。

・ＣＳＷ（コミュニティソー
シャルワーカー）を配置した地
域福祉推進拠点をより利用しや
すく、他分野との連携が円滑に
進むよう、地域での協力体制を
強化していく必要がある。

・地域福祉の拡充が図られるよ
うに、社会福祉協議会に対し
て、適切な事業を展開するため
の体制づくりを支援します。
・重層的支援体制整備事業にお
いて包括的な相談体制を構築す
るため、社会福祉協議会と連携
してＣＳＷ（コミュニティソー
シャルワーカー）の育成を進め
ます。

・地域福祉の拡充が図られるよう
に、社会福祉協議会に対して、適切
な事業を展開するための体制づくり
を支援します。
・はちまるサポートにおける地域の
相談窓口と各分野の支援者の連携が
十分に図れるよう、地域資源の関係
性を圏域ごとに強化する取り組みを
推進します。
※福祉政策課
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